
令和６年６月 文化戦略研究会（第１回）

文化庁参事官（文化拠点担当）付 三木

※ 資料中、見解に及ぶ部分には私見を含む。



（１）「文化政策」が意味してきたもの
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平成１３年１２月７日 公布・施行

文化芸術振興基本法（旧法）の概要
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平成中期の文化庁の政策白書・目次の例
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わが国における文化政策の歴史（文部省組織の変遷）
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・これ以前には、例えば、

✓明治4年の太政官布告「古器旧
物保存方」による子文化財の品
目リストの作成、

✓明治5年の文部省博物局による
湯島聖堂での博覧会の実施（→
後の東京国立博物館）

✓明治13年頃からの内務省による
古社寺への保存金交付

✓明治30年の「古社寺保存法」制
定（内務省→のち文部省）



わが国における文化政策の歴史（文化庁の誕生）
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（２）「文化政策」の転換
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【文化庁のあるべき姿】
文化庁は、これまで、我が国の有形・無形の文化芸術や文化財の保護、保存、継承とともに、独創性のある新たな文

化芸術の創造・発展の推進を基本的な使命としてきた。この使命は、これからも変わらぬものである。しかし、今、正に求
められているのは、今ある文化芸術や文化財を国民・社会の宝として、より活用して
いくことと、文化芸術の領域を広げ新しい文化の創造を促進していくことである。

このため、文化庁は、その取り組む文化政策を関連分野と緊密に連携しながら
総合的に推進する必要がある。
さらに、「新・文化庁」は、特定分野を所管する役所としての立場に拘泥するのではなく、常に「現場第一」の原点に立っ

て、国内外の様々な人々や組織・団体とつながり、文化芸術をより広く捉え、文化力による社会の活性化や地方創生、
国際交流にも貢献する行政組織であらねばならない。
本審議会委員や文化芸術団体からも文化省の創設の必要性を指摘する意見が出された。2020 年に掛けて世界の

注目が日本に集まり、日本の文化を発信するまたとない機会となることから、「新・文化庁」を構築することが喫緊の課題
である。
文化庁が今後新たな体制で文化政策を展開するに当たっては、新しい文化の創造や、地域の文化による日本全国の

活性化に向け、京都と東京から、オールジャパンの視点に立って、文化芸術各分野の担い手・現場との円滑なコミュニケー
ションの確保、地域の文化を掘り起こして魅力を高めていくプログラムの開発、文化政策の総合的推進という観点に十分
配慮しながら、様々な文化政策を適所で複眼的、相乗的に行うべきである。

■文化芸術立国の実現を加速する文化政策 （答申）
―「新・文化庁」を目指す機能強化と 2020 年以降への遺産(レガシー)創出に向けた緊急提言―

（平成28年11月17日 文化審議会）

文化審議会における「文化庁の在り方」の提言）
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平成29年12月（内閣官房・文化庁）
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平成30年３月 閣議決定
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（３）文化庁の大きな変化

13



14

平成３０年６月１５日 公布、 同年１０月１日 施行
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長 官 次 長

審議官

政策課

参事官
（生活文化創造担当）

文化財
鑑査官

文化資源活用課

文化財第一課

文化財第二課

宗務課 ※

参事官
（生活文化連携担当）

食文化推進本部

文化観光推進本部

次 長

審議官

企画調整課

参事官
（芸術文化担当）

文化経済・国際課

国語課

著作権課

参事官
（文化拠点担当）

【京都】

【東京】

※ 業務に一定の区切りがつくまでの間、東京において勤務する予定

長官戦略室

（参考）今日の文化庁の体制

文化庁全体の総合調整、職員の人事、機構・定員、
会計、広報、情報発信、文化政策調査研究等

不動産である文化資源の活用、文化財の保存及び活用
に関する総合政策等
建造物以外の有形文化財・無形文化財・民俗文化財・
文化財の保存技術の保存等
建造物である有形文化財・記念物・文化的景観・伝統
的建造物群保存地区・埋蔵文化財の保存等

宗教法人の規則、宗教団体との連絡、宗教に係る専門
的、技術的な指導助言等

無形・動産である文化資源の活用、生活文化振興、文
化創造支援、文化による地方創生・共生社会推進等

※

文化に関する基本政策の企画立案、劇場等の文化施設、
アイヌ文化振興、所管独立行政法人等

経済振興の見地からの文化振興、税制、国際文化交流、
国際協力等

国語の改善・普及、外国人に対する日本語教育、アイ
ヌ語の知識の普及・啓発等

著作者の権利・出版権及び著作隣接権の保護及び利用
等
実演芸術、映画、メディア芸術などの芸術文化振興、
学校における芸術教育の基準設定、人材育成等

我が国の食文化をはじめとする生活文化に係る情報発
信、顕彰、インバウンド施策の推進等

観光の振興に資する見地からの文化振興、文化観光拠
点支援、日本遺産等
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（４）今日の文化政策の姿
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文化芸術推進基本計画（第２期）－価値創造と社会・経済の活性化－の概要

１．第１期計画期間中における文化芸術
を巡る主な動向

１．第１期計画期間中における文化芸術を
巡る主な動向

１．第１期計画期間中における
文化芸術を巡る主な動向

１．第１期計画期間中における文化芸術を
巡る主な動向

２．新型コロナウイルス感染症が
文化芸術に与えた影響

３．社会状況の変化

・文化庁の京都移転決定を契機として、文部科学
省設置法を改正し、文化庁が中核となって「文
化に関する施策を総合的に推進」する権限を新
たに規定、「芸術に関する教育」や「博物館に
関する事務」を文科省から文化庁へ移管。

・日本で初めて第25回ICOM（国際博物館会議）
京都大会を開催し、その理念を踏まえ博物館法
を改正。

・文化観光推進法を制定、日本博を展開。
・２度にわたり文化財保護法を改正。
「文化財の匠プロジェクト」を策定。

・新型コロナの感染拡大により、文化芸術イベン
トは中止・延期・規模縮小、人々の行動自粛。

・文化芸術を専門的に支える個人や団体の文化芸
術活動の減少、観光需要の減少、海外との文化
交流の停滞、地域の祭礼等の中止、学校におけ
る子供の文化芸術活動の減少など極めて甚大な
影響。

・改めて文化芸術の持つ本質的及び社会的・経済
的価値の重要性とともに、今後有事が生じた場
合の迅速な対応の必要性等について再認識。

・デジタル化の急速な進展による表現形態の
多様化、幅広い需要に応えられる創造空間の
実現、NFTの活用など取引形態の多様化。

・急激な少子高齢化により、特に地方部での
文化芸術の担い手が減少、鑑賞者など需要の
減少・市場の縮小。

・国際的／地球規模の課題に対する文化芸術の
貢献への認識の深まり。

・アジア発のコンテンツが興隆。我が国の文化
芸術のグローバル展開が急務。

〇文化芸術基本法において、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が定めなければならないこととされている基本的な計画。
○第１期計画期間が令和４年度で終了するため、令和５年度からの５か年を対象とした第２期計画の策定に向け、令和４年６月に文化審議会に諮問。
○同審議会における有識者・団体ヒアリング、委員発表等を通じた集中的な審議を経て、令和５年３月に答申を受け、同月２４日に閣議決定。

前 文
 文化芸術は、人々の創造性を育み、豊かな人間性を涵養するとともに、人々の心のつながりを強め、心豊かで多様性と活力のある社会を形成する源泉。
 我が国には、各地に魅力的な有形・無形の文化財が数多く存在し、雅楽・能楽・文楽・歌舞伎・組踊等の伝統芸能の上演が行われるなど、長い歴史を通じて

地道な努力により今日まで受け継がれてきた誇るべき価値を有する。
 現代の美術・音楽・演劇・舞踊等の芸術、映画・マンガ・アニメーション・ゲームといったメディア芸術、和食・日本酒等の食文化を含む生活文化、建築・

ファッションなどは、世代を問わず人々の心を捉え、デジタル技術を芸術活動に活用するデジタル芸術というべき試みも多く生まれつつあり、我が国の文化
芸術の幅の広さ、奥深さ、質の高さを示している。

 新型コロナの感染拡大が、人々の身体的な接触を妨げ、心理的な距離も生じさせるなど多くの人々に行動変容を迫る困難にあって、文化芸術は、人々に安らぎ、
勇気、希望を与えるという本質的価値が改めて認識され、その灯を消さぬよう次世代への継承の努力が継続。

 また、文化芸術は、観光・まちづくり・国際交流・福祉・教育・産業等との緊密な連携の下、デジタル化等の技術革新を取り入れながら、創造的な社会・経済
活動の源泉として新たな価値や収益を生み、それが本質的価値の向上のために再投資される好循環を通じて、我が国の発展に寄与。

 国際的にも多様性、包摂性、持続可能性をキーワードに、地球規模の課題の解決に向けた動きが活発化する中、人々のウェルビーイングの向上を図るためにも、
文化芸術が果たすべき役割が増大。

《 基本計画の位置づけ・経緯 》

第１：我が国の文化芸術を取り巻く状況
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第２：第１期計画で示された施策の実施状況／達成状況の評価

〇第１期計画における「今後５年間の文化芸術政策の基本的な方向性」の進捗状況に関し、文化審議会にて中間評価を実施。
【評価の概要】
・計画期間当初には戦略に掲げた目標の一定の進捗が見られたものの、

        令和２年以降は、 新型コロナの影響を大きく受け、進捗が芳しくない、評価することが適切でないといった状況。
（課題）
・コロナ禍において、我が国の文化芸術の担い手の活動基盤が脆弱であることが明らかに。
安定的に活動を継続することができる環境の整備や、団体等の特性に応じた自律的・持続的な発展に資する取組の強化が課題。

・アート市場活性化、文化観光の推進については、ポストコロナを見据え、市場の回復及び更なる振興が課題。
・新型コロナの影響を大きく受けた日本博については、2025年の大阪・関西万博に向けた一層の充実が課題。
・障害者をはじめ、誰でも文化芸術に触れることができる環境の充実が課題。
・文化芸術の担い手を確保するための方策を多面的・長期的に検討することが課題。
・地方公共団体における文化財保存活用に関する計画の作成の促進が課題。
文化芸術に対する寄附の受入れ拡大のため、文化芸術に対する寄附意識の醸成が課題。

第３：文化芸術政策の中長期目標

中長期目標① 文化芸術の創造・発展・継承と教育・参加機会の提供
文化芸術の創造・発展、次世代への継承が確実に行われ、全ての人々に充実した文化芸術教育と文化芸術活動の参加機会が提供されていること

を目指す。

中長期目標② 創造的で活力ある社会の形成
文化芸術に効果的な投資が行われ、イノベーションが生まれるとともに、文化芸術の国際交流・発信を通じて国家ブランドの形成に貢献し、創

造的で活力ある社会が形成されていることを目指す。

中長期目標③ 心豊かで多様性のある社会の形成
あらゆる人々が文化芸術を通して社会に参画し相互理解が広がり、多様な価値観が尊重され、心豊かな社会が形成されていることを目指す。

中長期目標④ 持続可能で回復力のある地域における文化コミュニティの形成
地域の文化芸術を推進するためのプラットフォームが全国各地に形成され、多様な人材や文化芸術団体・諸機関が連携・協働し、持続可能で回

復力のある地域における文化コミュニティが形成されていることを目指す。

〇中長期目標：「文化芸術基本法」に基づき策定された第１期計画の中で掲げられている「目標」を基本的に踏襲

19



○第２期計画に基づき､７つの重点取組を強力に推進し､｢文化芸術と経済の好循環｣を加速させ、
ソフトパワーの拡大､心豊かで活力ある社会､｢文化芸術立国｣の実現を図る。

①ポストコロナの創造的な
文化芸術活動の推進

②文化資源の保存と
活用の一層の促進

③文化芸術を通じた
次代を担う子供たちの育成

④多様性を尊重した
文化芸術の振興

⑤文化芸術の
グローバル展開の加速

⑥文化芸術を通じた
地方創生の推進

⑦デジタル技術を活用した
文化芸術活動の推進

○統括団体への総合支援の枠組み導入
○活動基盤強化､自律的・持続的な発展支援
○アート市場活性化
○メディア芸術の振興（クリエイター支援、

メディア芸術ナショナルセンター構想）
○国立文化施設の機能強化

○文化芸術教育の充実・改善
○本物に触れる鑑賞・体験機会の確保
○文化部活動の円滑な地域連携・移行

○｢文化財の匠プロジェクト｣の推進
○城郭等の文化財の安定的な修理・活用
○魅力ある地域の文化財の強靭化
○社会全体で文化財を支える官民連携
○｢文化財修理センター（仮称）｣の整備
○建築文化の価値を確立する新たな取組

○トップ芸術家の育成､戦略的な海外発信
○日本博2.0の全国展開

○デジタル技術を活用した文化芸術の振興
○DX時代に対応した著作権政策
○文化芸術のデジタル・アーカイブ化

○障害者等による文化芸術活動の推進
○国語の振興、日本語教育の推進

○食文化や文化観光を始めとした
｢伝統×創造｣による新たな価値創造

○文化観光拠点､世界遺産､日本遺産の活用
○地域の伝統行事や芸能の振興

※名和晃平《White Deer (Meiji Jingu)》
2020 ブロンズに塗装 Photo ：Keizo KIOKU

山梨県立博物館の事例（「３Dダイブシアター」）

漆工品修理

第２期文化芸術推進基本計画に基づく「文化芸術立国」の実現
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政府全体の文化に関連すると考えられる施策（財政・税制）

○大阪・関西万博の機運醸成に向けた取組強化（1.3億円）【内閣官房】
○国際見本市を通じた放送コンテンツの海外展開（0.7億円）【総務省】
○映像コンテンツ海外展開事業（117億円）【外務省】 ○ジャパン・ハウスの設置運営【外務省】
○文化財の整備・活用や、文化芸術活動の充実、国立文化施設の機能強化等（1,062億円）【文化庁】
○海外に向けた日本の食・食文化に関する高付加価値な情報の整理・発信【農水省】
○まちなかウォーカブル推進事業（「居心地が良く歩きたくなる」空間創出の支援）（11.8億円）【国交省】
○文化資源を活用したインバウンドのための環境整備（81億円）【観光庁】
○伝統工芸品産業振興、コンテンツ海外展開促進など（18.3億円） ほか （ex. 芸術大学、社会教育振興等）

【特別交付税措置】
○指定文化財の保存修理に関する経費
○文化財保存活用計画に基づく活用事業の経費
○博物館にかかる特別の財政需要の考慮（市町村）

【普通交付税措置】
○個別算定経費（博物館・文化財維持等）
○包括算定経費（文化芸術振興、劇場等） ほか

○財務大臣の指定を受けた国宝等の修理・防災のた
めにする寄附金の所得控除

○公益法人等の特定公益増進法人への寄附金の所
得控除（企業メセナ協議会の活用）

○重要文化財・寄託公開する美術品等に関する相
続税の優遇措置

○指定文化財・博物館・劇場・音楽堂にかかる固定
資産税等の減免 ほか

予算事業

地財措置 税制優遇

※ 地方における文化関係経費等について別紙（5,553億円）



政府全体の文化に関連すると考えられる施策（法令・計画等）

○日本国憲法
○文化芸術基本法、障害者文化芸術推進法、
○文字・活字文化振興法、日本語教育機関認定法、読書バリアフリー法、こどもの読書活動推進法
○博物館法、文化観光推進法、美術品損害補償法、美術品公開促進法、劇場・音楽堂等活性化法
○ユネスコ活動に関する法律、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律
○文化財保護法、景観法、歴史まちづくり法
○著作権法（このほか知的財産に関する法制度も関連しうるか）
○アイヌ施策推進法、沖縄振興特別措置法（文化の振興についても規定） ほか

【行政計画・戦略】
○文化芸術推進基本計画
○クールジャパン戦略
○デジタル田園都市国家構想総合戦略…… ほか

【金融・投資】
○地域経済活性化支援機構（REVIC）の活用……ほか

関連法令

その他

■ 主要な政策ツールである予算・税制・地財・法令などについて、文化を軸としての収集・集約がなされていない現状。



文化と関連分野との緊密な連携とは……
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「食文化推進本部」及び「文化観光推進本部」の設置と検討状況

食文化推進本部

【本部員】
本部長 ：文化庁長官
本部長代理：文化庁次長
副本部長 ：文化財鑑査官、審議官、文化戦略官
事務局長 ：参事官（生活文化創造担当）
本部員 ：参事官（生活文化連携担当）ほか関係課長
オブザーバー ：農林水産省 外食・食文化課長

近畿農政局経営・事業支援部長 ※ 農林水産省と連携
観光庁 観光資源課長

文化庁の京都移転を契機として、2025年大阪・関西万博への貢献も見据え、文化庁における食文化・文
化観光施策それぞれについて、文化庁長官のリーダーシップの下、関係部署相互の緊密な連携を図り、総合的
かつ効果的に推進するため、令和5年3月27日に、食文化推進本部・文化観光推進本部を京都に設置。

文化観光推進本部

【本部員】
本部長 ：文化庁長官
本部長代理：文化庁次長
副本部長 ：文化財鑑査官、審議官、文化戦略官
事務局長 ：文化資源活用課長
本部員 ：参事官（文化拠点担当）ほか関係課長
オブザーバー ：観光庁 観光資源課長 ※ 観光庁と連携

令和５年３月28日 食文化推進本部会合開催
４月 4日 文化観光推進本部会合開催
４月19日 「地域における食文化及び文化観光行政の更なる推進について」（各都道府県・指定都市宛 文化庁長官通知）

→ 各地方公共団体に対し、両本部の設置について周知するとともに、関係部局横断での推進体制や特色ある取組
について、文化庁との連携の観点から、情報提供を依頼

６月27日 食文化推進本部・文化観光推進本部合同会合開催（石川県、京都府、京都市からヒアリング）
令和６年２月 5日 食文化推進本部・文化観光推進本部合同会合開催
令和６年３月27日 食文化推進本部・文化観光推進本部合同会合開催

（主催イベント）
令和６年１月12日 シンポジウム「京都から日本の夜の価値創造を考える」の開催（文化観光推進本部、京都市と共催）

１月27日 和食ユネスコ無形文化遺産登録10周年記念セミナー（食文化推進本部主催）
2月～3月 京料理の体験イベント開催（食文化推進本部主催） 24



食文化推進本部を核とした食文化振興施策の加速化による地方創生の促進

ユネスコ無形文化遺産登録を目指す「伝統的酒造り」や「大阪・関西万博」等を見据え、文化庁京都移転を機に
設置した食文化推進本部を核として、日本の食文化の更なる振興や魅力の発信を図り、地方創生に繋げる。

１．食文化の魅力発信等の強化
文化庁食文化推進本部において、我が国の食文化の明

確化・価値化をより一層推進するとともに、食文化振興の機
運醸成に関する主催・共催型イベント等を開催するなど、国
内外への我が国の食文化の魅力発信を強化する。

・ ユネスコ無形文化遺産への登録実現も見据え、「伝統的
酒造り（日本酒、焼酎・泡盛等）」の魅力発信を強化
（著名人を用いた発信、他のユネスコ無形文化遺産とコラ
ボしたイベントの実施等）

・ 各地域における食文化振興に向けた機運を更に高めるた
め、食文化推進本部を設置した地方公共団体等と連携し、
情報提供・発信を強化

・ 日本各地の食文化について引き続き文化財登録や発信を
積極的に推進するとともに、食文化分野での重要無形文
化財指定も視野に入れた調査研究を実施

２．食文化に関する顕彰の充実
食文化の更なる振興に向け、食文化関係者の地位向上

を図るとともに、国民の食文化への「気づき」を提供する観点
から、食文化の顕彰に係る調査研究を開始し、食文化に関
する顕彰の充実に向けた取組を進める。

※この他、全国各地の食文化の調査・認定事業等の継続的な
推進や、食文化を活用した観光コンテンツの創出等に取り組む。

「伝統的酒造り」シンポジウム パリでのおぼろ昆布かきの
実演・試食

登録無形文化財
「菓銘をもつ生菓子（煉切・こなし）」

文化庁長官表彰に加え、食文化に関する顕彰制度の充実

日本テレビ
「世界一受けたい授業」での紹介 25



文化と地域コミュニティの継承・
発展に向けて、観光を好循環を
生み出す「プロモーター」となるべ
きものと位置づけ、行政による下
支えのもと、観光と文化の力で
SDGsの達成を目指すモデル。
（国連 観光・文化京都会議2019
で発信、世界から高く評価）

官民連携のユニークベニュー活用により、
新たな客層を開拓。収益を文化財修理
に充当。

二条城（世界遺産・国宝）

地域の老舗料理屋による朝食体験や、
夜間開館、一棟を貸し切る高付加価値
化で収入拡大、地域へ経済波及。

旧三井家下鴨別邸（重要文化財）

京都モデルの実践例

強化

伴走支援

文化財調査官 文化財の活用
（観光活用、資金調達等）

文化財を活用した文化観光の推進による地方創生パッケージ
歴史・文化の豊かな京都の地から文化庁ならではの地方創生を実現するため、地域の宝である文化財について、
官民連携で新しい価値を創造し、持続可能な活用を推進

京都から
全国展開

京都文化庁

 京都文化庁に、関係課で連携して、文化財の
活用（観光活用、資金調達等）に関する
民間人材を配置。官民連携で新たな価値を創
造するため、文化財の専門職員である文化財
調査官とともに、全国各地への伴走支援の実
施に向けて機能強化

 京都文化庁に、文化財の活用に関する相談
窓口を設置するとともに、活用に関するセミナー
を全国で開催

文化観光推進本部の機能強化

 機能強化した京都の文化庁が旗を振って、
文化財を高付加価値化して活用するための
コンテンツ造成事業を創設 → ①

 活用のために必要な文化財建造物の改修、多
言語化などインバウンドの滞在快適性等を向
上する整備の支援を充実 → ②

 これらの活用を一過性で終わらせないため、
民間人材によるコーチング、資金調達（寄付
や融資）への伴走を実施し、持続可能な好循
環の構築を実現

文化財を高付加価値化する事業の創設

サステナブル・レスポンシブルな観光に資するモデルを
京都の文化庁から 構築、発信

（参考） 観光と文化の「京都モデル」
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文化が経済価値を生み、文化を育み産業として発展

文化資産の維持・継承

魅力向上・誘客促進

文化支援の裾野拡大 地域の文化施設を
核とした文化価値創造

入場料・関連収入拡大、
地域経済への裨益

効果的な公的支援
企業等からの寄付獲得
（資金、美術品等）

企業ブランド向上との
両立（支援の持続性）

防災、劣化・流出の防止
体系的収集・調査研究によ
る価値の顕在化・発信

多様な学びへの配慮
専門人材の確保・育成

文化資産の価値の顕在化
知や美の交流、集客拠点

成熟した文化国家
（ソフトパワー）

文化

地域経済 観光
文化・観光・経済のWin-Win構造

コレクションの充実・魅力向上
地域の多様な関係者と主体的に連携
客目線での分かりやすい展示、多言語化、
海外含めた積極的発信

地域ぐるみのバリアフリー化や利便性拡大

27



（５）今日の文化政策の課題
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文化政策の課題と今後求められる方向性

■政府全体としての施策の一体性・統一性
→文化芸術基本法に定める文化芸術推進会議の活用
→政府内部での認識の深化（文化施策を知ってもらい、かつ、
関連施策について知る必要）

→連携した取組みの加速化・具体的な成功事例の創出

■文化芸術の本質的価値と、社会・経済的価値の関係性
→両者は対立関係にあるものではない、という意識の普及
（cf.たとえば、文化観光の分野……）

■政策の効果測定の在り方
→文化芸術政策における「効果」についての意識的な検討

（cf. 計画に基づく取組成果の把握、政策評価の有効活用）



（参考資料）
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令和６年度 文化庁予算の概要

文化芸術のグローバル展開等による 16億円（ 16億円）【 1億円】   
創造的循環の創出
舞台芸術等総合支援事業 94億円（ 94億円）【 5億円】
障害者等による文化芸術活動推進事業 4億円（ 4億円）

グローバル展開やデジタル化などによる 219億円（215億円）
文化芸術活動の充実 【 76億円】

国立文化施設の機能強化等 323億円（324億円）【 20億円】
• 運営費交付金 322億円（320億円）
• 施設整備費 １億円（ 4億円）【 20億円】

文化拠点機能強化・文化観光推進プラン 18億円（ 19億円）
博物館機能強化の推進 4億円（ 4億円）
国語施策の充実 2億円（   1億円）
DX時代の著作権施策の推進 3億円（ 2億円）
宗務行政の推進 3億円（ 0.3億円）

継承の危機に瀕する文化財保護の 445億円（447億円）
緊急強化 【201億円】

文化財修理・整備・活用、防災対策等 256億円（257億円）【196億円】
• 国宝・重要文化財建造物保存修理強化対策事業 113億円（113億円）【 56億円】
• 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 51億円（ 53億円）【 36億円】
• 重要文化財等防災施設整備事業 23億円（ 20億円）【104億円】
• 文化財保存技術の伝承等 5億円（ 5億円）

多様な文化遺産の公開活用の促進等 188億円（191億円）【 5億円】
• 無形文化財の伝承・公開 7億円（ 7億円）
• 史跡等の買上げ 100億円（100億円）
• 地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業 4億円（ 4億円）【 5億円】
• 日本遺産活性化推進事業 7億円（ 7億円）
• 国立アイヌ民族博物館の運営等 16億円（ 16億円）

前年度予算額 令 和 6 年 度
予 算 額

比 較 増
△ 減 額

比 較 増
△ 減 率

文 化 庁 予 算 1、061億円 1、062億円 1億円 0.1％

※デジタル庁一括計上分含む。
※国際観光旅客税財源充当事業:81億円(40億円)(別途計上)
※令和5年度第１次補正予算として302億円を計上。

（参考１) 上記のほか、東日本大震災復興特別会計において、被災ミュージアム再興事業2億円を計上。

文化振興を支える拠点等の 359億円（355億円）
整備・充実 【 20億円】 

( )内は令和5年度予算額
【 】内は令和5年度補正予算額

現代的課題に対応した劇場・音楽堂等の 27億円（ 新 規 ）【 10億円】
総合的な機能強化の推進
日本映画の創造・振興プラン 12億円（11億円）
メディア芸術の創造・発信プラン 9億円（ 7億円）
地域文化共創基盤の構築 11億円（11億円）

文化芸術による創造性豊かな子供の育成 85億円（84億円） 【11億円】
• 学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業(※) 55億円（ 55億円）
• 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業(※) 10億 円 （ 新 規 ） 【 1 0 億 円 】
• 文化部動改革～部活動の地域連携や地域文化クラブ 5億円（ 4億円） 【 1億円】
活動移行に向けた環境の一体的な整備～
伝統文化親子教室事業 15億円（ 15億円）

※ 他事業への計上分含む

【 10億円】

（参考２) （組織）文部科学省において、「外国人に対する日本語教育の推進」１６億円を計上。【１億円：文化庁計上】 31



グローバル発信

京都移転を契機とした文化振興の新たな展開
文化庁の京都移転を契機とし、2025年大阪・関西万博に向け、食文化や文化観光をはじめ、“伝統×創造”により
新たな価値を生み出すなど、京都を中心に新たな文化振興を展開し、地方創生を図るとともに、広く世界に発信

全国の文化資源の魅力を国内外に発信し、より多くの
人の文化体験につながる環境を整備
・日本文化の魅力発掘・発信
・文化遺産オンライン構想の推進
・舞台芸術のデジタルアーカイブ化の推進  etc

地域における特色ある文化芸術拠点の形成や、地域伝統行
事の取組の推進による地域活性化
・地域文化共創基盤の構築
・現代的課題に対応した劇場･音楽堂の総合的な機能
強化の推進

・地域伝統行事等への支援 etc

【予算額：１００億円】
［＋補正２０億円、国際観光旅客税財源も活用] 

地域の誇りである文化財について、保存と活用の好
循環を促進し、地方創生を推進
・国宝重文建造物保存修理
・重文等防災施設整備
・文化財の強靭化【補正】 etc

【予算額：４４５億円】
［＋補正１９６億円、国際観光旅客税財源も活用]

【予算額：２億円】
［＋補正５億円、国際観光旅客税財源も活用]

文化観光の推進

地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進等を通じて「文
化振興・観光振興・地域活性化」の好循環を創出
・文化観光拠点・地域の整備等を促進
・日本遺産の魅力向上・発信による地方創生を推進
・大阪・関西万博に向けた文化資源の活用推進【補正】

（国際観光旅客税財源事業）
・全国各地の魅力的な文化財の高付加価値化
・高付加価値化された文化財への改修・整備

※文化観光推進本部の機能強化と併せた文化財活用パッケージの展開
・日本博を契機とした観光コンテンツの拡充 etc

【予算額：２４億円】
［＋補正５億円、国際観光旅客税財源８１億円]

食文化など生活文化振興

食文化を含む生活文化の継承、新たな価値の創造や魅力
の発信による振興
・食文化機運醸成事業
※食文化推進本部による地域・省庁と連携した発信と併せて推進

・生活文化創造・戦略展開事業 etc

【予算額：１７億円】
［＋国際観光旅客税財源も活用]

※予算額については一部重複計上あり。

我が国文化の魅力の再発見・磨き上げ・発信
インバウンド・地方誘客の拡大による地方創生

芸術文化の振興
舞台芸術、映画・マンガ・アニメ等のメディア芸術、アート

等の振興・発信強化を通じ、国際的な評価を向上
・舞台芸術等総合支援事業
・世界から人を惹きつけるグローバル拠点形成の推進
・クリエイター育成・文化施設高付加価値化支援【補正】etc

【予算額：１５２億円】
［＋補正７1億円] 

デジタル活用

文化財の保存と活用

国内外への発信強化

地域文化の振興
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文化GDPについて

文化庁文化行政調査研究「文化芸術の経済的・社会的影響の
数値評価に向けた調査研究」（令和５年３月）
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諸外国の文化予算について

文化庁文化行政調査研究「諸外国における文化政策等の
比較研究事業報告書」（令和３年３月）
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